
 

大阪府後期高齢者医療広域連合監査委員告示第１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項及び第４項の規定

により執行した監査の結果を、同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

 

平成２７年９月１６日 

大阪府後期高齢者医療広域連合監査委員 長友 滋尊 

同          鳥居 宏次 

 

 

 

平成２７年度定期監査及び行政監査の結果について 

 

１ 監査の対象 

（１）定期監査 

   平成２６年８月から平成２７年７月までに執行された平成２６年度及び

平成２７年度の財務に関する事務の執行 

（２）行政監査 

   平成２６年８月から平成２７年７月までに執行された平成２６年度及び

平成２７年度の事務の執行（財務に関する事務を除く。） 

 

２ 監査の期間 平成２７年８月４日から同年８月２５日 

 

３ 監査の結果 

  関係帳簿、文書等を照合、確認した結果、予算の執行、収入事務、支出 

 事務、契約事務、財産管理及び事務事業の執行、職員の服務管理、文書管理

事務について、適正であることを認めた。 


